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告 示 

 

三重県告示第 291 号 

 男女共同参画に関する県民意識と生活基礎調査を次のとおり実施します。 

  令和元年 9 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   調査の目的 

第 3 次三重県男女共同参画基本計画の策定等に係る基礎資料とするため、男女共同参画や女性の活躍等に

関する県民の意識や生活状況を調査及び把握するとともに、県民の意識の推移と生活状況の変化を明らかにす

ることを目的とする。 

2  調査の期間 

令和元年 9 月 11 日（水）から同年 10 月 2 日（水）まで（22 日間） 

3  調査対象者 

令和元年 8 月現在で三重県内市町の選挙人名簿に登載されている満 18 歳以上の県民 3,000 人 

4  調査の方法 

郵送及びオンライン調査 

5  調査の主な内容 

(1)  男女共同参画社会について 

(2)  職業生活・女性の活躍について 

(3)  ＤＶ（配偶者や恋人などからの暴力）について 

(4)  性のあり方の多様性について 

(5)  ダイバーシティ（多様性）推進について 

 

三重県告示第 292 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 5 条第 1 項の規定による届出（新設の届出）に対して同法

第 8 条第 1 項の規定により名張市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

令和元年 9 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）ドラッグコスモス桔梗が丘店 

名張市蔵持町原出 1347-1 ほか 

2  名張市から聴取した意見 

(1) 駐車需要の充足等交通に係る事項 

（交通安全対策の実施） 

駐車場のいずれの出入口も交差点に近く、特に国道 165 号は夕刻や休日などには交通渋滞も発生している

ことから、来店者が車両を駐車場に入出庫を行うに際しては十分な安全確認が必要となる。 

そのため、車両での来店者が駐車場各出入口において右折入庫禁止や右折出庫禁止などのルールに従わな

いなど、歩行者や他の車両等の通行の安全に支障をきたす事態が生じた場合は、関係機関と協議し、必要な

対策を講じること。 

(2) その他の事項 

   （青少年健全育成への影響に関する意見） 

名張市では、次代を担う青少年の健全育成を願い、地域、学校、行政、警察等が一体となった「名張少年

サポートふれあい隊」が青少年の非行防止及び有害環境浄化を目的としたパトロール活動を行い、青少年に

「愛のひと声」をかけている。 

（仮称）ドラッグコスモス桔梗が丘店の開店後、青少年が店舗及び駐車場等に参集し迷惑をかける等の行

為があれば名張市教育委員会事務局文化生涯学習室に連絡を行うとともに、パトロールの実施等にあたって

は協力を行うこと。 

3  意見の縦覧場所 
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三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和元年 9 月 6 日から同年 10 月 7 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 293 号 

  河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和 40 年政令第 14 号）第 49 条の規定によ

り、次のとおり公示します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部河川課及び三重県津建設事務所に備え置いて縦覧に供します。 

    令和元年 9 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  河川の名称 

    一級河川雲出川水系小野谷川 

2  廃川敷地等が生じた年月日 

    令和元年 8 月 27 日 

3  廃川敷地等の位置 

    三重県津市白山町川口字東山 6261 番 3 

4  廃川敷地等の種類及び数量 

    土地 132.86 ㎡ 

 

 

 

 

 

三重県選挙管理委員会告示第 45号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 6 条第 1 項の規定による政治団体の設立の届出及び第 7 条第 1

項の規定による政治団体の届出事項の異動に係る届出がありましたので、同法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づき

公表します。 

  令和元年 9 月 6 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

1   政治団体の設立 

(1) 政党の支部 

政治団体の名称  代表者の氏名  会計責任者の氏

名 

 主たる事務

所の所在地 

 1 以上

の市区

町村の

区域等

を単位

として

設けら

れた支

部 

 届出年月日  備考 

自由民主党三重県桑

名市第三支部 

 山 本 佐知子  住 田 博 幸  桑名市矢田

218 

 
〇 

 令 和 元 年 

7 月 31 日 

  

(2) その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

政治団体の名称  代表者の氏名  会計責任者の氏

名 

 主たる事務所の所在地  届出年月日  備考 

えじま高明後援会  江 島 雅 子  江 島 あかね  度会郡玉城町佐田 313-12  令 和 元 年 

6 月 3 日 

  

川 合 滋 後 援 会  川 合   滋  川 合 弘 子  名張市桔梗が丘南 2 番町

2-5 

 令 和 元 年 

7 月 29 日 

  

選 管 告 示 
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谷口和也後援会  中 野 宗 明  谷 口 幸 代  度会郡玉城町勝田 2864  令 和 元 年 

7 月 11 日 

  

玉城町の進歩向上

を目指す会「福田

泰生後援会」 

 福 田 泰 生  福 田   稔  度会郡玉城町蚊野 2063-

89 

 令 和 元 年 

6 月 27 日 

  

初の女性市長を実

現する市民の会 

 海 住 さつき  海 住 さつき  松阪市西町 2561  令 和 元 年 

8 月 15 日 

  

藤岡宗男後援会  藤 岡 宗 男  藤 岡 宗 男  いなべ市藤原町山口 1376  令 和 元 年 

8 月 13 日 

  

渡辺昌行後援会  小 林   豊  渡 邉 克 行  度会郡玉城町玉川 174  令 和 元 年 

7 月 18 日 

  

2  届出事項の異動 

政治団体の名称  代表者の氏名  異動事

項 

 新  旧 

 

 異動年月日  備考 

亀山歯科医師連盟  秋 本 和 宣  主たる

事務所

の所在

地 

 亀山市御幸町

231 

 亀山市阿野田町

1674-1 

 令 和 元 年 

7 月 1 日 

  

    代表者  秋 本 和 宣  生 川 克 弥     

北川ひろゆきサポ

ーターズクラブ

（後援会） 

 下 山 信 子  主たる

事務所

の所在

地 

 名張市蔵持町里

2788 

 名 張 市 栄 町

1480-10 

 平成 31 年 

3 月 28 日 

  

志摩を復活させる

会 

 竹 内 千佐子  代表者  竹 内 千佐子  竹 内 潤一郎  平成 30 年 

12 月 31 日 

  

西川のりゆき後援

会 

 西 川 憲 行  会計責

任者 

 西 川   恵  西 川   浩  令 和 元 年 

7 月 26 日 

  

水谷すすむ後援会  森 田 俊 平  主たる

事務所

の所在

地 

 鈴鹿市神戸一丁

目 10-1 

 鈴鹿市神戸三丁

目 3-10 

 令 和 元 年 

5 月 7 日 

  

 

三重県選挙管理委員会告示第 46号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 17 条第 1 項の規定による政治団体の解散の届出がありましたの

で、同条第 3 項の規定に基づき公表します。 

  令和元年 9 月 6 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

政治団体の名称  代表者の氏名  解散年月日    備考 

いなべ市ひと創りまち創り勉強

会 

 原 田 敬 司  平成 30 年 12 月 31 日   

川合滋後援会  川 合   滋  令和元年 7 月 28 日   

 

 

 

海 調 委 告 示 

 

三重海区漁業調整委員会告示第 3 号 

 三重県海面におけるふぐはえなわ漁業について、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 67 条第 1 項の規定に基

づき、次のとおり指示します。 
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  令和元年 9 月 6 日 

三重海区漁業調整委員会会長  掛  橋     武   

1  禁止漁具 

浮きはえなわ漁具、松葉はえなわ漁具及びたてなわ漁具。ただし、浮きはえなわ漁具及びたてなわ漁具に

ついては、志摩市阿児町志島と同市大王町畔名境界から基点 1（北緯 34 度 18 分 01 秒 東経 136 度 58 分 08

秒（経緯度数値については世界測地系によります。））を結んだ線と基点 1 より 118 度 00 分（真方位）に延

長した線より以南の海域を除くものとします。 

なお、基点 1 の日本測地系による経緯度数値は、北緯 34 度 17 分 49 秒 東経 136 度 58 分 19 秒です。 

2  操業禁止期間 

3 月 1 日から 9 月 30 日まで 

3  採捕禁止の対象 

600 グラム未満のトラフグ 

4  指示の有効期間 

令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日まで 

 

 

 

 

 

 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第 101 号）第 18 条第 1 項の規定により、農地中間管理

機構から農用地利用配分計画の認可申請がありましたので、同条第 3 項の規定により公告し、次のとおり縦覧に

供します。 

  令和元年 9 月 6 日 

公 告 
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三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  縦覧に供する農用地利用配分計画の概要 

賃借権の設定等を受ける者 
賃借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住所の所在する市町村名 

株式会社 わくわく農園 いなべ市 いなべ市大安町石榑東字畑鴫 3818 

黒田 清和 三重郡菰野町 三重郡菰野町大字榊字榊 1029 

株式会社 林営農センター 津市 津市小舟中ノ坪 1245-1 ほか 3 筆 

有限会社 喜多村アグリ 松阪市 松阪市東黒部町字永山 1342-1 ほか 19 筆 

農事組合法人 星の郷 松阪市 松阪市星合町字町屋 1766-1 

農事組合法人 元丈の里営農組合 多気郡多気町 多気郡多気町波多瀬井尻 108-1 ほか 8 筆 

渡邉 裕司 多気郡明和町 
多気郡明和町大字有爾中堀田 1871 ほか

1 筆 

農事組合法人 あぐりぴあ伊賀 伊賀市 伊賀市才良吉田谷 945-1 ほか 30 筆 

南出 紀光 伊賀市 伊賀市川東勧進辻 4573 ほか 16 筆 

西田 富司夫 伊賀市 伊賀市西明寺世ノ本 3444 ほか 117 筆 

株式会社 オレンジアグリ 南牟婁郡御浜町 南牟婁郡御浜町下市木越 1918 

下平 哲朗 南牟婁郡紀宝町 
南牟婁郡紀宝町高岡宇井田 2916 ほか 2
筆 

2  農用地利用配分計画の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   三重県農林水産部担い手支援課 

(2) 縦覧期間 

   令和元年 9 月 6 日から同月 19 日まで 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県鈴鹿建設事務所長から通知がありました。 

    令和元年 9 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

2   作業期間 

    令和元年 8 月 19 日から同年 9 月 20 日まで 

3   作業地域 

  鈴鹿市安塚町 

 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定しましたので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重県

規則第 84 号）第 12 条の規定により公告します。 

  令和元年 9 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1 特定役務の名称   三重県住民基本台帳ネットワークシステムに係る機器の調達及び保守等 

2 担 当 部 局   三重県津市広明町 13 番地 

  三重県地域連携部市町行財政課 

3 落札者決定日   令和元年 7 月 10 日 

4 落 札 者   三重県津市栄町二丁目 312 番地 

  日本電気株式会社三重支店 支店長 高松 正嘉 

特定調達公告 
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5 落 札 金 額   入札価格 25,000,000 円 

  契約金額 27,500,000 円 

6 決 定 手 続   一般競争入札 

7 入 札 公 告 日   令和元年 5 月 21 日 

 

 次のとおり落札者を決定しましたので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重県

規則第 84 号）第 12 条の規定により公告します。 

  令和元年 9 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1 特定役務の名称   三重県住民基本台帳ネットワークシステムにおける代表端末及び業務端末等の運用管理

支援業務等 

2 担 当 部 局   三重県津市広明町 13 番地 

  三重県地域連携部市町行財政課 

3 落札者決定日   令和元年 7 月 10 日 

4 落 札 者   三重県津市栄町二丁目 312 番地 

  日本電気株式会社三重支店 支店長 高松 正嘉 

5 落 札 金 額   入札価格 60,000,000 円 

  契約金額 66,000,000 円 

6 決 定 手 続   一般競争入札 

7 入 札 公 告 日   令和元年 5 月 21 日 
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